
八王子市乳幼児期の教育・保育に関する方針（素案）パブリックコメントの 

実施結果について 

 

八王子市乳幼児期の教育・保育に関する方針（素案）について、皆さんからいただいた意見を報

告するとともに、市の考えを公表します。 

意見については、取りまとめの都合上、要旨のみを掲載させていただきますが、ひとつひとつの

意見に目を通し、今後の乳幼児期の教育・保育施策の実施にあたり参考とさせていただきます。小

学生を始め、多くの方から意見をいただき、ありがとうございました。 

 

１  実施概要 

（１） 募集期間 

令和 7年（２０２５年）２月 17日（月）から令和 7年（２０２５年）３月 18日（火）まで 

 

（２） 提出できる方 

市内在住、在勤、在学の方、市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体  

 

（３） 閲覧場所 

・市役所本庁舎（４階 子どもの教育・保育推進課、１階 市政資料室） 

・八王子市幼児教育・保育センター（八王子市教育センター内 １階） 

・市民部各事務所 

・各市民センター ※休館中の川口市民センターを除く 

・各図書館 ※休館中の川口図書館を除く 

・各公立保育園（公設公営保育園、公設民営保育園） 

・各保健福祉センター 

・各親子つどいの広場 

 

（４） 提出方法 

郵送、ファックス、メール、または子どもの教育・保育推進課窓口へ提出 

 

２  意見の概要 

（１） 意見の提出状況 

意見の提出者数  386名（うち小学生 ３７１名） 

 

（２） 意見の提出方法の内訳 

郵送 ２３２名 

ファックス ２名 

メール １４９名 

窓口 ３名 

合計 ３８６名 



(3) 意見の分類 

分類 概要（主な意見） 件数 

１ 八王子市における保育の現状 ・市内保育園等の空き定員について １件 

２ 幼児教育・保育の質の向上 ・職員の配置基準について 

・子どもの主体的保育について 

・子どもの体験活動について 

３６４件 

３ 持続可能な幼児教育・保育体制

の確保 

・「こども誰でも通園制度」について ３件 

４ 公立保育園の役割と再編 ・公立保育園の民営化について 

・職員体制、職員のスキル向上について 

７件 

５ その他 ・用語解説項目の追加について ３７件 

意見の延べ件数  ４１２件 

 

３  方針への反映について 

いただいたご意見を参考に反映したものを掲載します。 

掲載がないご意見についても、市で検討を行い、施策実施の参考にしていきます。 

 

（１） 方針（素案）への反映 

     セーフティネットに対応した職員のスキルアップが必要ではないか。 

       「４ 公立保育園の役割と再編」において、公立保育園職員の人材育成に関する内容につ

いて記載しました。 

 

(2) その他主な意見と市の考え方 

  ア 職員配置基準を改善してほしい。 

       「２ 幼児教育・保育の質の向上」において、国を上回る市独自の基準をもって行ってお

りますが、国や東京都の動向を注視し、充実を検討していきます。 

 

 イ 子どもの好奇心を尊重してほしい。 

      「２ 幼児教育・保育の質の向上」において、東京都の「すくわくプログラム」の活用等を推

進し、子どもの探究活動を充実させていきます。 

 

ウ 保育者主導の保育ではなく、子どもたち主体の保育ができるようになってほしい。 

       「２ 幼児教育・保育の質の向上」において、子どもの主体性について記載しています。 

 

  エ 公立保育園を減らさないでほしい。 

      「４ 公立保育園の役割と再編」において、本市では、これまで担ってきた公立保育園の

役割を踏まえつつ、本市における幼児教育・保育の「量」の適正化、「質」の維持・向上を図

るために、直営園を再編する必要があります。直営園の再編によって、公立保育園におけ

る人材を集約し、体制の強化を行うことで、関係機関とのさらなる連携強化や、先進的な

保育の研究・実践を行い、「質」の向上を図ってまいります。 

 

 

お問い合わせ 

八王子市子ども家庭部子どもの教育・保育推進課 

電話：042-６７３-３７０７ 

メール：b470８00@city.hachioji.tokyo.jp 


